
受検生の皆さんへ 

諸連絡 

長野県松本蟻ケ崎高等学校 

１．当日の持ち物について（受検票にも記載してあります） 

  ア 受検票（3月５日(木)17:00からインターネット出願システムマイページから印刷可能） 

  イ 鉛筆（シャープペンシルも可。色鉛筆は用いない）、消しゴム、鉛筆けずり、直定規（三角

定規あるいは分度器機能をもつものは不可）、コンパス(分度器機能をもつものは不可)、 

    上ばき、袋（不用品を入れる）等。ただし、検査の支障となるような文字や機能等のあるも 

のは使用できません。 

  ウ 昼食 

 

 ２．持ち物に関する注意事項 

  ⑴ 検査室へ持ち込むものについて 

    検査が始まる前に、持ち物点検を実施します。点検を経ていないものは使用できません。 

    また、検査室の外へ持ち出したものを再び持ち込むことはできません。 

   ※持ち物点検をスムーズにおこなうため、以下の点を確認してください。 

・直定規や鉛筆など検査中に用いるものに漢字(熟語や「合格祈願」など)や英単語がたくさ

ん書かれたものは使用不可。一般的に市販されているメーカー製のもの（メーカー名が

英語で書かれているようなもの）については使用可。 

・分度器機能のある折りたたみ定規は使用不可。 

・検査開始前には消しゴムのケースを外しておく。 

・計算機や地図､辞書機能を組み込んだ時計や腕時計型端末（スマートウォッチ）等は検査室

に持ち込めない｡ 

・時報、アラームつき時計を使用する場合は、検査時間中に音が出ないようにする。（検査室

に時計はありません） 

・携帯電話等の通信機器は検査室には絶対に持ち込まない。やむを得ず携帯電話等の通信

機器を検査場に持参した場合は、休み時間も含めすべての教科の検査が終了するまで電

源を切った状態にして、他の持ち物と一緒にカバン等にしまっておいてください。 

・用具の貸し借りはできません。 

 

⑵ その他 

  ・下足は各自が準備した袋に入れて、校舎内に持ち込むため、取り違えがおこらないように

十分注意してください。 

 

 ３．当日朝の案内図(次ページ) 

・案内掲示が校舎入口付近に設置されるので、何階の検査室かを確認して校内へ入ってく

ださい。 

・受付は検査室ごとに８時４０分から行います。なお８時頃までは受検会場には入れませ

ん。 



 



４ 口頭開示請求について 

  例年、合格発表日には検査結果の開示に多くの受検生が来校します。特に合格発表時間の直後

は混雑しますので、時間を要することをご了承ください。 

  口頭開示は教室棟で行います。開示の会場には、受検生のみが入ることができます。 

  開示を希望する受検生は、口頭開示請求に必要なものを準備して来校してください。なお、口

頭開示請求の受付時に、受検番号・氏名・住所を書いてもらうことになっています。 

  なお、点数の確認は3月19日(木)9:00以降にインターネット出願システムマイページからもで

きます。 

 

  〈校舎に入る時に必要なもの〉  

    ・上履きと、下足を入れる袋 

  〈口頭開示請求に必要な書類（本人が請求する場合）〉  

    ・受検票 または健康保険の被保険者証か個人番号カード（マイナンバーカード） 

   

   ※開示請求は、入学してからでもできます。期間は１年間です。 

   ※親権者が口頭開示請求を行う場合については、親権者は受検票だけでは開示請求ができま

せん。次の３点をご用意ください。 

  ① 受検者本人の承諾書（任意形式） 

  ② 運転免許証 または 健康保険の被保険者証等 

       （請求者の本人確認用） 

  ③ 戸籍謄本 または 住民票の写し等 

        （請求者が親権者であることの確認用） 


